
１　議案

議案第29号　直接請求に必要な選挙人の数について

２　報告事項

① 選挙人名簿登録者数について

② 在外選挙人名簿登録者数について

２　その他

今後の委員会開催予定日時

・令和元年９月20日（金）　午前10時30分

・令和元年10月８日（火）　午前10時30分

・令和元年10月21日（月）　午前10時30分

議 題

９月２日（月）　午前１０時３０分

令和元年　第１８回　福岡市選挙管理委員会





議案第29号

直接請求に必要な選挙人の数について

　地方自治法の規定による直接請求，市町村の合併の特例に関する法律の規定による合併

協議会設置の請求及び合併協議会設置のための選挙人の投票の実施の請求並びに地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の規定による教育長又は委員の解職請求に必要な選挙人

の数を，令和元年９月２日現在の選挙人名簿に基づき次のように定め，告示するもの。

　　令和元年９月２日

福岡市選挙管理委員会

 委 員 長 津　田 隆　士

１　地方自治法第74条及び第75条並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５

　条に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数

25,349 人

２ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５条に規定する選挙権を有する者の総

数の６分の１の数

211,235 人

３　地方自治法第76条，第81条及び第86条（区選挙管理委員に係る請求を除く。）並びに

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条に規定する選挙権を有する者の総数の

　80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３

　分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

258,426 人

４　地方自治法第80条及び第86条（区選挙管理委員に係る請求に限る。）に規定する選挙

　権を有する者の総数の３分の１の数

　東　区 人

　 博多区 人

　 中央区 人

　 南　区 人

　 城南区 人

　 早良区 人

　 西　区 人

（理由）

　地方自治法第74条第５項，第75条第５項，第76条第４項，第80条第４項，第81条第２

項及び第86条第４項，市町村の合併の特例に関する法律第５条第30項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第２項の規定による。

55,967

58,975

83,166

64,813

53,573

71,376

34,602
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（参 考）

１　直接請求の内容について

　(1) 地方自治法第74条

　　　条例の制定又は改廃の請求（1/50）

　(2) 地方自治法第75条

　　　監査請求（1/50）

　(3) 地方自治法第76条

　　　議会の解散請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

　(4) 地方自治法第80条

　　　議員の解職請求（1/3）

　(5) 地方自治法第81条

　　　長の解職請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

　(6) 地方自治法第86条

　　①　副市長，市選挙管理委員，監査委員の解職請求

　　　   （80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

　　②　区選挙管理委員の解職請求（1/3）

　(7) 市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５条

　　①　合併協議会の設置の請求（1/50）

　　②　合併協議会設置のための投票の実施の請求（1/6）

　(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条

　　　教育長，教育委員の解職請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

２　計算式

　１について

　　全　市 × 1/50 ＝ 25,348.16 → 25,349

　２について

　　全　市 × 1/6　＝ 211,234.66 → 211,235

　３について

　　全　市   ( － 800,000 ）× 1/8 ＋ 400,000 × 1/6

× 1/3  ＝ 258,425.99 → 258,426

　４について

　　東　区 × 1/3  ＝ 83,165.66 → 83,166

　　博多区 × 1/3  ＝ 64,813

　　中央区 × 1/3  ＝ 53,572.66 → 53,573

　　南　区 × 1/3  ＝ 71,375.33 → 71,376

　　城南区 × 1/3  ＝ 34,602

　　早良区 × 1/3  ＝ 58,974.33 → 58,975

　　西　区 × 1/3  ＝ 55,966.33 → 55,967

※　端数は切り上げる。

160,718

214,126

103,806

176,923

167,899

194,439

1,267,408

1,267,408

1,267,408

＋ 400,000 

249,497
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(単位：人)

(ａ) (ｂ) (ｃ) (ｄ) (ｅ) (ｆ) 男 女 合計(ｇ) (ｇ)-(ａ)

東　区 250,642 0 116 742 1,518 1,511 1,372 139 0 3,887 2,068 1,940 0 2,614 119,553 129,944 249,497 -1,145

博多区 195,037 0 85 837 1,444 1,723 1,601 122 0 4,089 1,979 2,055 0 3,567 92,936 101,503 194,439 -598

中央区 161,463 11 508 9 1,147 1,492 1,436 56 0 3,167 1,697 1,869 0 2,594 69,590 91,128 160,718 -745

南　区 215,242 43 41 563 1,196 1,199 1,054 145 0 3,042 1,832 1,719 0 1,813 98,211 115,915 214,126 -1,116

城南区 104,441 29 227 97 608 537 475 62 0 1,498 789 811 0 885 48,251 55,555 103,806 -635

早良区 178,011 21 438 132 1,105 982 873 109 0 2,678 1,422 1,379 0 1,547 81,992 94,931 176,923 -1,088

西　区 169,114 22 383 151 1,160 990 897 93 0 2,706 1,101 1,115 0 1,505 78,466 89,433 167,899 -1,215

市合計 1,273,950 126 1,798 2,531 8,178 8,434 7,708 726 0 21,067 10,888 10,888 0 14,525 588,999 678,409 1,267,408 -6,542

(ｇ)=(ａ)-(ｂ)+(ｃ)-(ｄ)+(ｅ)+(ｆ)

報告事項１

令和元年９月２日現在　選挙人名簿登録者数について

区　分

７月３日現在
選 挙 人 名 簿
登 録 者 数

令和元年７月３日以降の抹消者数
移替え
による
増加数

移替え
による
減少数

7 月 3 日
以降補正
登録者数

今回の
新規登
録者数

令和元年９月２日現在
選挙人名簿登録者数

前回登録
に対する
増減数

抹消者
の合計

市外転出
後４箇月
経過者

在外登録
移転者

死亡者

７月４日
区委員会
議決分

９月２日区委員会議決分

８月20日
区委員会
議決分

７月21日
区委員会
議決分

７月18日
区委員会
議決分
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報告事項２

９月２日委員会議決分

区 分
前回

登 録 者 数
前回以降の
新規登録者

前回以降の
登録移転者数

前回以降の
抹 消 者 数

今回
登 録 者 数

東 区 138 0 0 0 138

博 多 区 102 0 0 0 102

中 央 区 148 0 0 0 148

南 区 135 0 0 0 135

城 南 区 70 0 0 0 70

早 良 区 121 2 0 0 123

西 区 72 2 0 1 73

福 岡 市 計 786 4 0 1 789

在外選挙人名簿登録者数について
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